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〔別紙記録例〕
１ 設立に関する登記

会社法人等番号 ○○○○－○○－○○○○○○

名 称 社会福祉法人何何

主たる事務所 東京都千代田区霞が関一丁目１番１号

法人成立の年月日 平成○○年○○月○○日

目的等 何何

役員に関する事項 東京都千代田区霞が関一丁目２番３号

理事長 甲 野 太 郎

従たる事務所 １

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

資産の総額 金○万円

解散の事由 何何

登記記録に関する 設立

事項 平成○○年○○月○○日登記
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２ 代表権を有する者の変更の登記

(1) 理事長の就任及び理事の退任による変更の登記（施行日以後 初に招集される定時評議員会の終結

後，新たに理事長を選定した場合）

役員に関する事項 東京都千代田区霞が関一丁目２番３号 平成２９年 ６月１０日就任

理事長 甲 野 太 郎

平成２９年 ６月１５日登記

東京都千代田区霞が関三丁目２番３号 平成２８年 ４月 １日就任

理事 乙 野 次 郎

平成２８年 ４月 ５日登記

平成２９年 ６月１０日退任

平成２９年 ６月１５日登記

東京都千代田区霞が関二丁目１番１号 平成２７年 ５月 １日就任

理事 丙 川 春 子

平成２７年 ５月 ７日登記

平成２９年 ６月１０日退任

平成２９年 ６月１５日登記

代表権の範囲 平成２８年 ４月 １日設定

理事乙野次郎は何県何市何町何番地の従たる事

務所の業務についてのみこの法人を代表する 平成２８年 ４月 ５日登記

平成２９年 ６月１０日消滅

平成２９年 ６月１５日登記

[注] １ 施行日において現に在任する社会福祉法人の理事の任期は，法第４５条の規定にかかわらず，施

行日以後 初に招集される定時評議員会の終結の時までとされている（改正法附則第１４条）こと

から，当該理事は，当該定時評議員会の終結により，任期満了に伴い退任するため，原因項目は「退

任」とする。

２ 代表権の範囲又は制限に関する定めの登記がされている場合には，当該定めの消滅による変更の

登記をしなければならない（組登令第３条第１項）。
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(2) 評議員会の決議により解散し，代表清算人が就任した場合の変更の登記

役員に関する事項 東京都千代田区霞が関一丁目２番３号 平成２９年 ６月１０日就任

理事長 甲 野 太 郎

平成２９年 ６月１５日登記

東京都千代田区霞が関三丁目２番３号 平成３０年１０月 １日就任

代表清算人 乙 野 次 郎

平成３０年１０月 ４日登記

解 散 平成３０年１０月１日評議員会の決議により解散

平成３０年１０月４日登記

[注] １ 解散の登記をしたときは，理事長（上記２(1)による変更の登記の前にあっては，理事）に関す

る登記に抹消する記号を記録する（法登規第５条において準用する商登規第７２条第１項）。

２ 社会福祉法人が解散し，代表清算人が就任した場合には，当該代表清算人は，清算法人を代表す

る者である（法第４６条の１１第７項において読み替えて準用する一般法人法第７７条第４項）こ

とから，組登令第２条第２項第４号に規定する代表権を有する者の変更の登記として代表清算人を

登記する（組登令第３条第１項）。なお，この場合の資格は，「代表清算人」である。

３ 社会福祉法人の解散の登記において登記すべき事項は，解散の旨並びにその事由及び年月日であ

る（組登令第２５条において準用する商登法第７１条第１項）。評議員会の決議による解散のほか，

法第４６条第１項に規定する解散の事由に応じて，「年月日定款に定めた解散事由の発生により解

散」，「年月日目的たる事業の成功の不能により解散」等とする。

(3) 評議員会の決議により解散し，清算人が就任した場合の変更の登記

役員に関する事項 東京都千代田区霞が関一丁目２番３号 平成２９年 ６月１０日就任

理事長 甲 野 太 郎

平成２９年 ６月１５日登記

東京都千代田区霞が関三丁目２番３号 平成３０年１０月 １日就任

清算人 乙 野 次 郎

平成３０年１０月 ４日登記

東京都千代田区霞が関二丁目１番１号 平成３０年１０月 １日就任

清算人 丙 川 春 子

平成３０年１０月 ４日登記

解 散 平成３０年１０月１日評議員会の決議により解散

平成３０年１０月４日登記

[注] 社会福祉法人が解散し，清算人が就任した場合には，当該清算人は，清算法人を代表する者である

（法第４６条の１１第１項及び第２項）ことから，組登令第２条第２項第４号に規定する代表権を有

する者の変更の登記として清算人を登記する（組登令第３条第１項）。なお，この場合の資格は，「清

算人」である。


